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1.罹災証明書の発行 
 

罹災証明書とは、地震や台風などの自然災害により住家に被害が発生した場合

に、被災者からの申請に基づいて、市が住家の被害の程度（全壊、半壊等）を証明

するものです。罹災証明書は、公的な各種被災者支援制度の適用を目的として、被

災者（被災世帯）に対して交付します。 

 

●罹災証明書 

【対象となる方】 

〇自然災害等により住家に被害を受けた方。 

・現にその住宅に居住していた世帯が交付対象となります。 

・建物の所有者に限りません。アパートや借家にお住いの方も交付対象となります。 

・住民票の有無は問いません。住民票が大分市にない場合でも居住実態があれば

交付対象となります。 

 

【要件】 

〇自然災害等により生じた住家の被害。 

・災害によって被害を受けたことが客観的に確認できない場合は、罹災証明書は

交付できません。 

・非住家（空き家、店舗、事務所、倉庫等）、動産などの被害については、対象外で

す。これらの被害については別途「被災証明書」を交付します。 

  

●被災証明書（住家以外の被害の証明） 

 被災者からの申請にもとづいて、住家以外の建物や工作物、動産などが自然災害

等により被害を受けたことを市が証明するものです。 

  「被災証明申請書」に必要事項をご記入のうえ、被害の程度が分かる写真を添え

て、防災危機管理課もしくは最寄りの支所（地域担当班）の窓口にて申請してくだ

さい。 

 

【必要なもの】 

・被害状況の分かる写真 

・窓口に来られる方の身分証明書（運転免許証やマイナンバーカードなど） 
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【相談窓口】 

総務部 防災局 防災危機管理課 連絡先 097-537-5664 
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2.経済的な支援 

2-1 生活資金や生活再建の資金に関する支援 

2-1-1 大分市佐賀関大規模火災見舞金 

 

令和 7 年 11 月 18 日に発生した佐賀関大規模火災により、被害を受けた家屋

に居住する世帯の世帯主に対し、大分市から以下のとおり見舞金を支給します。 

 

【見舞金の区分および金額】 

区分 金額 

全壊 50,000 円 

大規模半壊・中規模半壊・半壊 30,000 円 

 

【支給方法】 

口座振込 

 

【申請期限】 

令和８年３月３１日（火）※郵送の場合は必着 

 

【必要書類】 

申請者 申請書 
委任状・誓約書 

（申請書裏面） 

罹災証明書 

の写し 
印鑑 

通帳

の写

し 

備考 

世帯主 ○  ○ 
⼑
持
⼨
⼵
場
合 

○ 口座振込は世

帯主・被災時同

一世帯員のみ

に限ります 
被災時同一

世帯員 
○ ○ ○ ○ 

 

【申請窓口】 

福祉保健部福祉保健課、各支所（郵送の場合は福祉保健課まで） 

 

【相談窓口】 

福祉保健部 福祉保健課 連絡先 097-537-5996 



6 

 

2-1-2 生活福祉資金制度による貸付（福祉費（災害を受けたことによ

り臨時に必要となる経費）） 

 

【貸付内容】 

火災等によって災害を受けたことによる復旧に要する経費 

貸付限度額：１５０万円以内 

貸付利率：無利子（連帯保証人あり）、年１．５％（連帯保証人なし） 

据置期間：貸付日から６か月以内 

償還期間：据置期間経過後７年以内  

 

【対象となる方】 

低所得世帯（市町村民税非課税又は均等割課税程度）、障がい者世帯又は高齢

者世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者のいる世帯） 

※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の貸付対象となる世帯は

適用除外 

 

【申込に必要なもの】 

・生活福祉資金借入申込書 

・世帯全員の住民票 

・収入がわかる書類 

・印鑑 

・本人確認ができるもの（運転免許証・個人番号カード等）の写し 

・官公署発行の被災（罹災）証明書もしくは被災したことを証する写真等 

・業者の作成する工事の見積書、図面 

・その他、審査のために必要な書類 

※申込期間 災害を受けた日の翌月から６ヶ月以内 

※貸付には、いくつかの条件がありますので、詳細についてはお問合せください。 

 

【申込窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 

 

【相談窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 連絡先 097-５４７-９５６２ 
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2-1-3 生活福祉資金制度による貸付（福祉費（住居の移転等に必要

な経費）） 

【貸付内容】 

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 

貸付限度額：５０万円以内 

貸付利率：無利子（連帯保証人あり）、年１．５％（連帯保証人なし） 

据置期間：貸付日から６か月以内 

償還期間：据置期間経過後 3 年以内 

 

【対象となる方】 

低所得世帯（市町村民税非課税又は均等割課税程度）、障がい者世帯又は高齢

者世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者のいる世帯） 

 

【申込に必要なもの】 

・生活福祉資金借入申込書 

・世帯全員の住民票 

・収入がわかる書類 

・印鑑 

・本人確認ができるもの（運転免許証・個人番号カード等）の写し 

・その他、審査のために必要な書類 

 

※貸付には、いくつかの条件がありますので、詳細についてはお問合せください。 

 

【申込窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 

 

【相談窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 連絡先 097-５４７-９５６２ 
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2-1-4 生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金） 

 

【貸付内容】 

火災等被災により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける

少額の費用 

貸付限度額：１０万円以内 

貸付利率：無利子（連帯保証人不要） 

据置期間：貸付日から２か月以内 

償還期間：据置期間経過後１年以内 

 

【対象となる方】 

低所得世帯（市町村民税非課税又は均等割課税程度）、障がい者世帯又は高齢

者世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者のいる世帯） 

 

【申込に必要なもの】 

・生活福祉資金借入申込書 

・世帯全員の住民票 

・収入がわかる書類 

・印鑑 

・本人確認ができるもの（運転免許証・個人番号カード等）の写し 

・官公署発行の被災（罹災）証明書もしくは被災したことを証する写真等 

・その他、審査のために必要な書類 

 

※貸付には、いくつかの条件がありますので、詳細についてはお問合せください。 

 

【申込窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 

 

【相談窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 連絡先 097-５４７-９５６２ 
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2-1-5 生活保護 

 

生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、

困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。 

生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資

産、稼働能力等の活用が保護実施の前提になる。また、扶養義務者による扶養は

保護に優先されます。 

生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助及び葬祭扶助から構成されている。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等

に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。 

保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。 

 

【対象となる方】 

資産や能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する方 

 

〇申請（相談）時にあれば持参していただきたいもの 

・本人確認ができるもの（マイナンバーカード、障害者手帳など） 

・預金通帳、年金証書など収入が確認できるもの 

・資産がある方は、内容のわかるもの（生命保険証や自動車車検証など） 

※持参していなくても相談可能です。また、各自状況によって提出していただく 

ものが異なります。 

 

【申請（相談）窓口】 

・福祉保健部  生活福祉課  連絡先 097-537-5706 

生活福祉東部事務所（鶴崎支所内）  連絡先 097-527-2104 

生活福祉西部事務所（稙田支所内）  連絡先 097-541-1254 
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2-1-6 ハロートレーニング（公的職業訓練） 

 

災害により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある

場合、無料で職業訓練を受けることができます。また、訓練期間中に生活費が支給

される制度もあります。 

 

【対象となる方】 

災害により離職した者が、再就職のために職業訓練を受けて技能や知識を身に

つけることが必要で、かつその訓練を受けるために必要な能力等を有するなどの

要件を満たしており、公共職業安定所長の受講あっせんを受けた方が対象です。 

 

【申請窓口】 

公共職業安定所 

 

【相談窓口】 

ハローワーク大分 OASIS 庁舎（職業訓練相談コーナー）  

連絡先 097-534-8680 
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2-1-7 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 

 

地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けた返済中の被災者（旧住宅

金融公庫から融資を受けて返済中の被災者を含む。）に対して、返済方法を変更す

ることにより被災者を支援します。 

 

〇支援内容の概要 

・返済金の払込みの据置：被災の程度に応じて１～３年間 

・払込猶予期間中の金利の引き下げ：被災の程度に応じて０．５～１．５％の金利

引き下げ（ただし、引下げ後の金利が０％を下回る場合は０.０１％まで引下げ）  

  ※フラット３５（買取型）の場合は０.５％引下げた金利 

・返済期間の延長：被災の程度に応じて１～３年 

支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自己資金額等

を加味した「罹災割合」に応じて決まります。 

 ※詳細については、住宅金融支援機構または取扱金融機関にご確認ください。 

 

【対象となる方】 

以下のいずれかに該当する事業者 

①商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受けたため、著しく収

入が減少した方 

②融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方 

③債務者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した方 

 

【必要なもの】 

「災害復興住宅融資のご案内」をご覧ください 

（住宅支援機構 HP で入手できます） 

 

〇対象者 

すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、原則融資を利用できません。 

 

〇申込受付期間 

原則、り災日より 2 年間 
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※詳細は住宅金融支援機構の HP でご確認ください。 

（佐賀関大規模火災のトピックがあります） 

・問い合わせ先の案内 

・返済中の方向けの相談案内 

・高齢者向け融資があります。 ※満 60 歳以上対象 

 

【申請窓口】 

独立行政法人住宅金融支援機構 

 

【相談窓口】 

土木建築部 住宅課 連絡先 097-585-5072 
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2-1-8 被災者生活再建支援金（国の制度）※一部市と県の制度 

 

被災者生活再建支援金は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居

住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再

建を支援するために支給されるものです。 

※本制度適用時、半壊および中規模半壊については、被災者生活住宅支援金として、市および大分県制度と

同等となるように支給を行います。 

 

【支援金の内容】 

〇基礎支援金・・・住宅の被害程度に応じて支給する支援金 

〇加算支援金・・・住宅の再建方法に応じて支給する支援金 

 

 

 

 

【複数世帯の場合】 （万円）

区分 ①基礎支給支援金 住宅の再建方法 ②加算支給支援金 合計

建設・購入 200 300

補修 100 200

賃借 50 150

建設・購入 200 250

補修 100 150

賃借 50 100

建設・購入 100 150

補修 80 130

賃借 50 100

建設・購入 100 150

補修 80 130

賃借 50 100

50

中規模半壊世帯

100

50

50

半壊世帯

全壊世帯
解体世帯

長期避難世帯

大規模半壊世帯

【単身世帯の場合】 （万円）

区分 ①基礎支給支援金 住宅の再建方法 ②加算支給支援金 合計

建設・購入 150 225

補修 75 150

賃借 37.5 112.5

建設・購入 150 187.5

補修 75 112.5

賃借 37.5 75

建設・購入 75 112.5

補修 60 97.5

賃借 37.5 75

建設・購入 75 112.5

補修 60 97.5

賃借 37.5 75

75

37.5

37.5

37.5

全壊世帯
解体世帯

長期避難世帯

半壊世帯

大規模半壊世帯

中規模半壊世帯
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【対象となる方】 

・全壊世帯 ※１ 

・解体世帯（半壊解体・敷地被害解体） ※２  

・長期避難世帯 ※３ 

・大規模半壊世帯 ※１   

・中規模半壊世帯 ※１ 

・半壊世帯※１ 

 

※１ 住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は本市が発行する罹災証明書に記載がありま

す。 

※２ 住家の被害程度が「大規模半壊」 、「半壊」又は「中規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じる

などして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない

理由により解体した場合が対象となります。 

なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体（全部解体）しなければ対象となりません。 

※３ 長期避難世帯の認定は、避難指示等が解除される見通しがない場合などに大分県が行います。 （１月 16 日現在、長

期避難世帯の認定はありません） 

 

【申請期間】 

〇基礎支援金・・・令和 8 年 12 月 17 日まで 

〇加算支援金・・・令和 10 年 12 月 17 日まで 

 

 

【必要書類】 

区分 必要書類 全壊 

世帯 

解体世帯 長期 

避難 

世帯 

大規模 

半壊 

世帯 

中規模 

半壊 

世帯 

半壊 

世帯 半壊解体 

世帯 

敷地被

害 

解体世

帯 

共通 申請書 ○ ○ ○ 㖱
月
㖱
㖶
日
現
在
チ
長
期
避
難
世
帯

⼵
認
定
⼶
⼉
⽑
⽅
⼢
⽚
ヂ 

○ ○ ○ 

基礎 

支援金 

罹災証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

長期避難世帯

証明書 

      

住民票の写し

※ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

預金通帳の写

し※ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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解体証明書ま

たは滅失登記

簿謄本 

 ○ ○    

敷地被害証明

書類 

  ○    

加算 

支援金 

契約書等の写

し 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

※個人番号（マイナンバー）、公金受取口座記載により添付を省略できます。 

ただし、情報連携エラー等の場合、提出を求める場合もありますので、予めご了承ください。 

※住民票と居住地が異なる場合や被災後転居した場合など、追加の書類を求める

場合がありますので、ご了承ください。 

 

【留意事項】 

・先に基礎支援金のみ申請を行うことも、基礎および加算支援金同時に申請を

行うことも可能です。 

・住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象

となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も同様です。 

・公営住宅の入居（賃借）は加算支援金の対象外となります。 

・その他条件等ございますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。 

 

【申請窓口】 

福祉保健部福祉保健課、各支所 

（郵送の場合は福祉保健課まで） 

 

【相談窓口】 

福祉保健部 福祉保健課 連絡先 097-537-5996 
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2-1-9 災害義援金 

被災された方の生活再建を支援するため、個人、企業、団体等から寄せられた義

援金について配分委員会で審議し、配分を行います。 

 

〇配分対象・金額 

・対象 

罹災証明書を交付された世帯 

   （ただし、被災世帯全員が支給を受ける前に亡くなられた場合を除く） 

・金額 

   ※第２次配分以降については、改めてお知らせします。 

 

〇配分方法  

・口座振込 

 

〇必要書類 

・義援金配分申請書 

・罹災証明書 

・通帳の写し（原則、世帯主名義のみ） 

※振込口座が、世帯主名義以外（被災時同一世帯員に限る）の場合は委任状 

 

〇受付場所 

・子ども企画課または郵送 

 

〇振込予定日 

  ・随時振込（振込通知書にてお知らせします。） 

 

〇お問い合わせ 

子どもすこやか部 子ども企画課 連絡先 ０９７－５７４－６５１６ 

  

罹災証明書に記載の被害の程度 大分市第１次配分額 大分県第１次配分額 

全壊 １００万円 150 万円 

大規模半壊～半壊 ５０万円 ７５万円 

準半壊・一部損壊 １０万円 １５万円 
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2-1-10 災害援護資金の貸付け 

 
災害弔慰金の支給等に関する法律の規定により、生活の立て直しに資するため

の資金を貸し付ける制度です。 

 

【対象となる方】 

世帯の所得が下の表に掲げる額に満たない世帯の世帯主 

単身世帯の場合 ２２０万円 

２人世帯の場合 ４３０万円 

３人世帯の場合 ６２０万円 

４人世帯の場合 ７３０万円 

   ※ ５人以上である場合は、７３０万円にその世帯に属する者のうち４人を除

いた者１人につき３０万円を加算した額 

 

【貸付限度額】 

 次の表のとおり 

家財損害あり、かつ、住居損害なし １５０万円 

住居半壊 １７０万円 

住居全壊（床面積７０％以上の損失等） ２５０万円 

住居滅失（物理的に消滅） ３５０万円 

 

【償還期間等】 

〇 償還期間：１０年（据置期間はそのうち３年）  

〇 利率:年１％ （保証人を立てる場合は無利子）  

 

【相談・申請窓口】 

福祉保健部 福祉保健課 連絡先 097-537-5996 

 

【留意事項】 

 借入れを希望される方は、必ず一度上の窓口までご連絡をされますようお願い

いたします。 
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2-2 その他の支援 

2-2-1 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与（受付期間終了） 

 
受付期間終了により、削除しました。  
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3.住まいの確保・再建のための支援 

3-1 住まいを補修したい・修理したい 

3-1-1 災害復興住宅融資(補修) 

 

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地域団体から、「罹災

証明書」を交付されている方が、住宅を補修する場合にうけられる融資です。 

融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準

を満たすことが必要です。 

この融資は、融資の日から１年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定

すると返済期間を延長できます。 

 

融資限度額（※1） 返済期間（※2） 

2,500 万円 35 年 

※1 高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記融資限度額又は機構による担

保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれか低い額が上限。 

※2 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人（連帯債務者を含

む）全員が亡くなるまで。元金据置期間は設定できない。 

 

【対象となる方】 

自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を補修する者で、「罹

災証明書」の交付を受けた方 

 

【必要なもの】 

「災害復興住宅融資のご案内」をご覧ください 

（住宅支援機構 HP で入手できます） 

 

〇対象者 

すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、原則融資を利用できません。 

 

〇申込受付期間 

原則、り災日より 2 年間 
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※詳細は、住宅金融支援機構の HP でご確認ください。 

（佐賀関大規模火災のトピックがあります） 

・問い合わせ先の案内 

・返済中の方向けの相談案内 

・高齢者向け融資があります。 ※満 60 歳以上対象 

 

【申請窓口】 

問合先：独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫 

 

【相談窓口】 

土木建築部 住宅課 連絡先 097-585-5072 
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3-1-2 生活福祉資金制度による貸付(福祉費（住宅の補修等）) 

 

【貸付内容】 

住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費 

貸付限度額：２５０万円以内 

貸付利率：無利子（連帯保証人あり）、年１．５％（連帯保証人なし） 

据置期間：貸付日から６か月以内 

償還期間：据置期間経過後７年以内 

 

【対象となる方】 

低所得世帯（市町村民税非課税又は均等割課税程度）、障がい者世帯又は高齢

者世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者のいる世帯） 

※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の貸付対象となる世帯は適

用除外 

 

【申込に必要なもの】 

・生活福祉資金借入申込書 

・世帯全員の住民票 

・収入がわかる書類 

・印鑑 

・本人確認ができるもの（運転免許証・個人番号カード等）の写し 

・官公署発行の被災（罹災）証明書もしくは被災したことを証する写真等 

・業者が作成した工事の見積書、図面 

・その他、審査のために必要な書類 

 

※貸付には、いくつかの条件がありますので、詳細についてはお問合せください。 

 

【申込窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 

 

【相談窓口】 

大分市社会福祉協議会 生活支援課 連絡先 097-５４７-９５６２ 
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3-1-3 住宅の応急修理（日常生活に必要な最小限度の部分の修理） 

 

【概要】 

住宅の応急修理は、住宅が半壊（半焼）もしくは、準半壊の住家被害を受け、自ら

修理する資力がない世帯または大規模な補修を行わなければ居住することが困難

である程度に住家が半壊した世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等

日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。 

※応急修理は、市が業者に依頼して実施します。 

 

〇修理限度額は１世帯あたり以下（ア）（イ）のとおりです。 

（ア）大規模半壊、中規模半壊または半壊：73 万 9 千円以内 

（イ）準半壊：35 万 8 千円以内 

（ウ）大規模半壊以外の者については資力要件があります。 

※同じ住宅に２以上の世帯が同居している場合は１世帯とみなします。 

※対象外となる工事があります。また、自己負担で対象外工事と組合せて修理す

ることも可能です。 

 

【対象要件】 

次の要件をすべて満たす方 

（１）罹災証明書が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊のいずれかに該

当すること 

（2）罹災証明書が中規模半壊、半壊または準半壊の場合は、自らの資力では

応急修理をすることができないこと 

（3）応急修理を行うことにより、避難所等への避難を要しなくなること 

（４）引き続き修理した住家で日常生活を営む予定であること 

（5）令和 8 年 2 月 18 日までに対象工事を完了すること 
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【必要書類】 

・災害救助法の住宅の応急修理申込書 

・資力に関する申出書 

・修理見積書 

・罹災証明書（写し）※大規模半壊の場合には不要 

・住民票 

・施工前の被害状況がわかる写真 

・住宅の被害状況に関する申出書 

・住宅の応急修理指定業者願書（誓約書添付） 

※修理を依頼する業者が修理業者名簿にない場合にのみ必要です。 

 

【相談・申請窓口】 

土木建築部 建築課 連絡先 097-537-5633 
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3-1-4 住宅の応急修理（住家の被害の拡大を防止するための緊急の

修理）（受付期間終了） 

 

受付期間終了により、削除しました。  
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3-2 新しい住まいに建て替え・取得・入居したい 

3-2-1 災害復興住宅融資(建設) 

 

自然現象により生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証

明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。 

融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。 

※店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要で

す。 

融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準

を満たすことが必要です。 

この融資は、融資の日から３年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定

すると返済期間を延長することができます。 

 

構造等 融資限度額（※1） 返済期間（※2） 

建設資金 4,500 万円 35 年 

整地資金 5,500 万円 35 年 

※1 高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額又は機構による

担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれか低い額が上限 

※2 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人（連帯債務者を含

む）全員が亡くなるまで。元金据置期間は設定できない。 

 

【対象となる方】 

自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設する方で、住宅

が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方 

 

【必要なもの】 

「災害復興住宅融資のご案内」をご覧ください 

（住宅支援機構 HP で入手できます） 

 

〇対象者 

すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、原則融資を利用できません。 

 

〇申込受付期間 

原則、り災日より 2 年間 
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※詳細は、住宅金融支援機構の HP でご確認ください。 

（佐賀関大規模火災のトピックがあります） 

・問い合わせ先の案内 

・返済中の方向けの相談案内 

・高齢者向け融資があります。 ※満 60 歳以上対象 

 

【申請窓口】 

問合先：独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫 

 

【相談窓口】 

土木建築部 住宅課 連絡先 097-585-5072 
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3-2-2 災害復興住宅融資（購入） 

 

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から

「罹災証明書」の交付を受けている者が、新築住宅、リ・ユース住宅を購入する場合

に受けられる融資です。 

融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。 

※店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上必要です。 

融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準

を満たすことが必要です。 

この融資は、融資の日から３年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定

すると返済期間を延長することができます。 

 

融資限度額（※1） 返済期間（※2） 

5,500 万円 35 年 

※1 高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記融資限度額又は機構による担

保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれか低い額が上限。 

※2 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人（連帯債務者を含

む）全員が亡くなるまで。 

 

【対象となる方】 

自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を購入する者で、住宅

が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方 

 

【必要なもの】 

「災害復興住宅融資のご案内」をご覧ください 

（住宅支援機構ホームページで入手できます） 

 

〇対象者 

すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、原則融資を利用できません。 

 

〇申込受付期間 

原則、り災日より 2 年間 
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※詳細は、住宅金融支援機構の HP でご確認ください。 

（佐賀関大規模火災のトピックがあります） 

・問い合わせ先の案内 

・返済中の方向けの相談案内 

・高齢者向け融資があります。 ※満 60 歳以上対象 

 

【申請窓口】 

問合先：独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫 

 

【相談窓口】 

土木建築部 住宅課 連絡先 097-585-5072 
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3-2-3 市営住宅への入居（災害被災者目的外使用） 

 

市営住宅の空き戸のうち入居可能な住戸について災害被災者目的外使用とし

て対象者に提供します。 

 

・家賃、駐車場使用料は免除、敷金は不要です。 

・光熱水費、インターネット料金、共益費等は入居者の負担です。 

・退去に伴う補修費は原則免除。ただし、通常の使用状況を超える著しい施設の

破損等があった場合は修復に要する費用の負担を求める場合があります。 

・入居期限は 1 年以内。ただし、状況により、当初の一時使用期間を含めて最長

2 年間を限度とし更新することができます。 

 

【対象となる方】 

佐賀関大規模火災による被災者であり、住宅に困窮している方 

 

【要件】 

火災に伴い居住していた住宅が被害を受け、罹災証明書が発行された方 

 

【必要なもの】 

罹災証明書 

 

【申請窓口】 

市土木建築部住宅課 

 

【相談窓口】 

土木建築部 住宅課 連絡先 097-５３７-５９７７ 
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3-2-4 応急仮設住宅の供与 

 

●賃貸型応急住宅 

県または市町村が借り上げた民間賃貸住宅に入居可能です。 

（住宅の応急修理（修理期間が 1 か月以内の場合）との併用不可） 

 

【対象となる方】 

災害発生日の時点において、災害救助法が適用された市町村に居住し、自らの

資力では住宅を得ることができず、災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利

用していない方であって、次のいずれかを満たす方 

(1)住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない方 

(2)住家が半壊以上であっても耐え難い悪臭等により住宅としての利用ができ

ず、自らの住居に居住できない方 

(3)住家が半壊以上であっても住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行

う方（地震ではないため災害救助法対象外、今回は県の事業として実施） 

(4)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶して

いるなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村が認める方 

(5)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、半壊以上で

あって、修理期間が 1 か月を超えることが見込まれる方 

 

【要件】 

応急仮設住宅の供与（災害救助法） 

対象：災害救助法が適用された場合において、上記の要件を満たす方 

内容：災害により住家が滅失し、自らの資力では住宅が確保できない世帯に 

対して、民間賃貸住宅の借り上げによる賃貸型応急住宅(みなし仮設)を

供与します。 

 

【必要なもの】 

罹災証明書  ※必要に応じて、住民票の写し（原本）など 

 

【申請窓口】 

大分市土木建築部 住宅課 

 

【相談窓口】 

土木建築部 住宅課 連絡先 097-５３７-５６３４  
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3-3 公費解体 

 

【概要】 

佐賀関大規模火災により損壊した被災家屋等について、建物所有者の申請によ

り、市が解体、撤去（公費解体）の費用を負担します。 

 

【対象】 

 罹災証明書等で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された家屋

（個人または中小企業者が所有するもの） 

※「準半壊」および「一部損壊」は対象となりません。 

 

【対象外となる場合】 

①「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の家屋について、市が行う住宅の応急

修理の制度を活用したもの 

②対象家屋のうち、自費で家屋の解体・撤去を行った場合に、被災家屋の一部の

みの解体（リフォーム含む）を行ったもの 

 

【費用負担】 

①市が建物所有者の同意を得て、所有者に代わって、がれきの処理を実施する

場合、個人の費用負担はありません。 

②家屋の所有者が、自ら解体業者等に依頼して解体等を行った場合、市が費用

を償還します。償還額については、市長が別に定める基準額と償還対象経費

の額を比較して、いずれか少ない方の額となります。 

※自ら処理する場合は、事前に必ずご相談ください。 

 

【必要書類】 

・事業申請書 

・被災家屋等の解体等に係る誓約書兼同意書 

・罹災証明書若しくは被災証明書等（写し） 

・本人確認ができる書類の写し 

・被災家屋等の登記事項証明書 

・被災家屋等の配置図 

・施工前の被害状況がわかる写真（費用償還の場合） 

・その他、審査のために必要な書類 
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【申請手続きについて】 

 市から大分県行政書士会に申請代行を委託していますので、委任状の提出によ

り申請にかかる書類作成の負担はほぼありません。 

 なお、行政書士会の申請代行は下記の佐賀関市民センター1 階ロビーで行ってい

ます。 

 

【申請期限】 

 令和 8 年 2 月 27 日（金）※郵送の場合は必着 

 

【申請窓口】 

佐賀関市民センター1 階ロビー 公費解体受付窓口 

環境部 廃棄物対策課 

 

【相談窓口】 

 環境部 廃棄物対策課 連絡先 097-537-7953 
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4.生活面への支援 

4-1-1 佐賀関大規模火災に関する総合窓口「市民サポートセンター」 

佐賀関地区で発生した火災によって被害を受けられた皆様の生活再建を総合的

に支援するため、各種手続きや相談などに対応する総合窓口として市民サポート

センターを開設しています。 

 

【開設期間】 

当面の間 

受付時間：午前 9 時～午後 4 時 ※土・日・祝日を除く 

 

【開設場所】 

佐賀関市民センター１階  

 

【お問い合わせ先】 

市民サポートセンター  連絡先 097-575-1111（佐賀関市民センター代表番

号）  ※お問い合わせ内容に応じて、関係部署へお繋ぎいたします。  
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4-1-2 弁護士、司法書士、土地家屋調査士による無料法律相談（窓口

相談終了） 

 

佐賀関市民センターでの窓口相談終了のため、削除しました。 
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5.各種減免、支払いの猶予等 

5-1 税に関すること 

5-1-1 市税の特別措置 

 

災害により被害を受けられた方の中で、一定の要件を満たす方については、市

税について、税額が軽減又は免除される場合や、申告・納付等の期限が延長される

場合などがあります。 

 

１ 市税の減免 

  被災された納税者が一定の要件を満たす場合は、市税（市民税、固定資産税、

事業所税など）について、減免申請をすることができます。 

２ 申告・納付等の期限延長 

  災害その他やむを得ない理由により、市税に関する申告や納付等をその期限ま

でに行うことができないときは、期限の延長を申請することができます。 

３ 納付・納入の猶予制度 

  被災された納税者が納付・納入できないと認められるときは、その納付・納入す

ることができないと認められる金額を限度として、徴収の猶予（一定期間）を申

請することができます。 

 

【要件】 

●市民税 

要件 1：災害により納税者が死亡した場合、障がい者となった場合 

要件 2：①納税義務者の居住する住宅若しくは所有に係る住宅（不動産事業に係

る住宅を除く）又は日常使用する家財につき、受けた損害の程度が全壊、

大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊であるもの又は受けた損害の金

額（保険金等により補てんされるべき金額を除く）が住宅等の価格の

3/10 以上、②前年中の合計所得金額が１，０００万円以下 ※①～②す

べて満たす 

要件 3：①農作物の減収による損失額が平年の 3/10 以上、②前年中の合計所

得金額が 1,000 万円以下、③前年中の合計所得金額のうち農業所得以

外の所得が 400 万円以下 ※①～③すべて満たす 

※所得金額により割合が変わる 
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・必要書類…減免申請書、罹災証明書等 

・申請…減免申請書を提出 

・問い合わせ先…市民税課 

 

●固定資産税 

（土地） 

要件：火災により使用不能となった土地 

（家屋・償却資産） 

要件：火災により損害を受けた家屋･償却資産 

※損害の程度により軽減、免除の割合が異なる 

・必要書類…減免申請書、罹災証明書等 

・申請…減免申請書を提出 

・問い合わせ先…資産税課 

 

●事業所税 

要件：天災により全部又は一部が滅失したことにより価値が減じた施設。ただし、

当該施設について保険金等により補てんされるべき金額を除く。 

※被害状況により軽減、免除の割合が異なる 

・必要書類…減免申請書、罹災証明書等 

・申請…減免申請書を提出 

・問い合わせ先…税制課 

 

●軽自動車税（環境性能割） 

 要件：災害により滅失又は損壊した自動車（被災自動車）に代わる自動車 （代替

自動車）を取得した場合 

  ※なお、減免申請の受付は大分県が行います。 

・対象となる自動車 

 ➀ 被災自動車について、既に抹消登録が完了していること。（やむを得ず抹消

登録ができない場合は「解体」していること）  

➁ 被災自動車に代わるものとして令和７年度中に取得した自動車であること。 

➂ 被災自動車と代替自動車の納税義務者及び自営区分（自家用・営業用）が同   

一であること。  

④ 代替自動車が軽自動車の場合は、車検証の「使用の本拠の位置」が 「大分市」

であること。 

・免除額 代替自動車に対する軽自動車税環境性能割の全額  
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・必要書類 

➀ 県税災害減免申請書 

➁ り災証明書又は被災証明書 

➂ 被災自動車の抹消登録が確認できるもの（抹消登録証明書等） 

➃ 代替自動車の車検証 

⑤ 災害により納税資力がなくなることの申立書（任意様式）  

・申請期限 災害のやんだ日から一月以内 

・問い合わせ先…大分県税事務所、自動車税管理室 

 

【申請窓口】・【相談窓口】 

財務部 税制課 連絡先 097-５３７-７３１４ 

市民税課 連絡先 097-537-5729 

資産税課 連絡先 097-537-5610 

納税課 連絡先 097-537-5691 

 

※ 軽自動車税（環境性能割）については、下記にお問い合わせください。 

大分県税事務所 連絡先 097-５０６－５７７１ 

自動車税管理室 連絡先 097-５５２－１１２１  
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5-1-2 国税の特別措置 

 

災害等にあったときは、次のとおり、申告・納付などの期限の延長などの特別措

置を受けられる場合があります。 

 

１ 申告・納付などの期限の延長 

  災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理

由のやんだ日から２か月以内の範囲でその期限を延長することができます。 

 

２ 納税の猶予 

 災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をするこ

とによって納税の猶予を受けることができます。 

 

３ 予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など 

  所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税

や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。 

 所得税法や災害減免法による所得税の軽減免除は、最終的には、翌年の確定申

告で精算されますが、災害等が発生した後に納期限の到来する予定納税や給与所

得者の所得税等の源泉徴収税額などについて、確定申告の前にその減額又は徴収

猶予などを受けることができます。 

 

４ 所得税の全部又は一部の軽減（確定申告） 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得

税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。 

 地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、

確定申告で①「所得税法」による雑損控除の方法、②「災害減免法」による所得税の

軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又

は一部を軽減することができます。 

 

※ 詳しくは、下記の大分税務署にお問い合わせください。 

 

【申請・相談窓口】 

大分税務署 連絡先 097-５３２-４１７１ 

  



39 

 

5-1-3 県税の特別措置 

 

災害により被害を受けられた方で、要件に該当する場合は、県税について、軽減

又は免除されることがあります。 

（減免の申請期限は、災害がやんだ日から１月以内となります。） 

また、期限までに申告書など書類の提出または納税を行うことが困難な場合、 

申請により提出期限の延長または納期限が延長されることがあります。 

（期限延長の申請期限は、災害がやんだ日から７日以内となります。） 

 

●自動車税種別割 

※損害を受けた日又は運行を休止した初日の属する年度分が対象となります。 

 

【軽減の内容】 

(1)自動車の価格の３／１０以上の損害を受けた場合 

（保険金等により補填されるべき金額を除く） 

①損害額が３／１０以上５／１０未満のとき・・・・税額の３／１０を軽減 

②損害額が５／１０以上のとき・・・・・・・・・・税額の５／１０を軽減 

(2)災害による交通途絶により、3 ヶ月以上運行を休止した場合 

①運行休止期間が３ヶ月以上 6 ヶ月未満のとき・・・税額の３／１０を軽減 

②運行休止期間が 6 ヶ月以上のとき・・・・・・・・税額の５／１０を軽減 

 

【申請に必要な書類等】 

(1)被災した自動車を修繕して運行する場合 

①県税災害減免申請書及び付表４ 

②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

③自動車整備業者等の修繕費領収証（または写し）または修繕費見積書 

④保険金等の補てんがあった場合はその補てん金額を証する書類 

⑤自動車検査証 

 

(2)被災した自動車が運行不能の場合 

①県税災害減免申請書及び付表４ 

②自動車現況届出書 

③官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

④保険金等の補てんがあった場合は、その補てん金額を証する書類 

⑤自動車登録番号標受領証明書 
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⑥自動車検査証 

※自動車の抹消登録ができる場合は、併せて行ってください。 

 

※ り災証明書又は被災証明書は、自動車が災害を受けたことが確認できる 

ものを提出してください。 

※ 運行不能な自動車については抹消登録を行えば、抹消登録の翌月以降の 

自動車税種別割（軽減後の自動車税種別割額）を減額します。 

 

 

●個人事業税 

※ 災害を受けた日の属する年度（災害を受けた日が１月１日～３月 31 日まで 

の間に属するときは翌年度）において、その災害の日以後に納期限の到来す

るもの 

 

【減免の内容】 

減免の要件 減免される金額 

・以下のすべての要件を満たす場合 

①事業用資産の損害額（注）が、資産

価格の 1/3 以上 

②事業税の課税標準となる前年の所

得金額が、1 千万円以下 

③事業税の納期限が、災害の日以後

に到来 

事業税の課税標準額が 

 230 万円以下          …事業税額の全部 

 230 万円超 480 万円以下 …事業税額の 1/2 

 480 万円超           …事業税額の 1/3 

・上記に該当しない場合で、以下のす

べての要件を満たす場合 

①事業用資産および住宅、家財の損

害額（注）が、資産等の価格の 1/4 以

上 

②前年の所得金額が、500 万円以下 

③事業税の納期限が、災害の日以後

に到来 

 

損害額（注）の割合が 

 1/2 以上             …事業税額の全部 

 1/4 以上 1/2 未満      …事業税額の 1/2 

（注）保険金等により補てんされるべき金額を除きます。 
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【申請に必要な書類等】 

①県税災害減免申請書（別記様式） 

②個人の事業税に係る損害状況等（付表１） 

③その他の県税に係る損害状況等兼損害資産等の明細（付表２） 

④官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

⑤保険金等の補てんがあった場合は、その補てん金額を証する書類 

⑥損害金額やその内訳等が確認できる書類 

※上記以外にも、状況等に応じ、他の書類を提出していただくことがあります。 

 

 

●不動産取得税 

 

【減免の対象となる不動産】 

(1)不動産の取得日からその不動産取得税の納期限までの間に、災害により著

しく不動産の価格を減じた場合 

(2)災害により滅失した不動産の代替不動産を、滅失日から 3 年以内に取得し

た場合 

（要件）災害により不動産を滅失した者が、当該滅失不動産に代わるものと 

認められる不動産を取得したとき 

 

【減免の内容】 

 (1)の場合 

災害により被害を受けた不動産に係る不動産取得税の税額から、被害の程度

に応じた額を減免します。 

 

(2)の場合 

代替不動産に係る不動産取得税の税額から、滅失した不動産の被害の程度に

応じた額を減免します。（(1)の減免を受けた場合はその額を除きます。） 

 

※ 減免される額は、被害を受けた不動産に係る固定資産台帳登録価格から、保

険金等により補てんされる金額を除き算定します。 
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【申請に必要な書類等】 

①県税災害減免申請書及び付表 3 

②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

③市町村が発行する固定資産評価証明書 

（被害を受けた年の 1 月 1 日現在のもの） 

④保険金等の補てんがあった場合は、その補てん金額を証する書類  

 

 

●その他の県税 

「その他の県税」には、個人の県民税、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び特別徴収 

の方法による軽油引取税・産業廃棄物税は含まれません。 

 

【減免の要件】 

以下のすべての要件を満たす場合 

①資産等を滅失・損壊し、納税資力がなくなると認められる 

②税の納期限が、災害の日以後に到来 

 

【減免の内容】 

その年度における税額の全部 

 

【申請に必要な書類等】 

①県税災害減免申請書及び付表 2 

②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

③軽減又は免除を受けようとする理由を証するに足る書面 

 

 

●災害による県税の申告・納税等の期限延長について 

災害を受けたことにより、期限までに申告書など書類の提出または納税を行う

ことが困難と認められる場合、申請により提出期限の延長または納期限が延長さ

れる場合があります。 

 

【申請書の提出期限】 

災害がやんだ日から７日以内 

 

【期限の延長期間】 

 災害がやんだ日から２月以内 
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【申請に必要な書類等】 

①期限延長申請書 

②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

 

●災害により納付困難となった場合の徴収猶予について 

納税者等が、その財産につき災害を受けたことにより、納付すべき県税を一度

に納付することができないと認められる場合、申請により徴収猶予を受けること

ができます。 

なお、納税の期限延長適用後、徴収猶予を受けることもできます。 

 

【猶予期間】 

１年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納できる期間 

【申請に必要な書類等】 

①徴収猶予申請書 

②官公署が発行する、り災証明書又は被災証明書 

③財産目録及び収支の明細書 

ただし、猶予を受けようとする金額が１００万円以下の場合は、上記の書類

に代え、財産収支状況書を提出してください。 

④猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありませ

ん。 

ア 猶予を受けようとする金額が 100 万円以下である場合 

イ 猶予を受ける期間が３ケ月以内である場合 

ウ 担保として提供できる財産が無いなど特別な事情がある場合 

 

※詳しくは、下記の大分県税事務所または自動車税管理室にお問い合わせくださ

い。 

 

【申請窓口】・【相談窓口】 

大分県税事務所 097-５０６-５７７１ 

自動車税管理室 097-５５２-１１２１ 
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5-2 証明書の交付手数料 

5-2-1 手数料等の減免（税証明書） 

 

証明書を必要とする者について災害により財産が相当な損失を受けたと認めら

れる場合、災害の復旧のために証明書を使用する場合、手数料を減免します。 

 

【対象となる方】 

災害により財産が相当な損失を受けたと認められる方 

 

【要件】 

罹災証明書等の提示または写しの提出 

 

【必要なもの】 

罹災証明書等の提示または写しの提出 

 

【申請窓口】 

税証明交付窓口 

（税制課、各支所・連絡所、各資産税事務所） 

 

【相談窓口】 

財務部 税制課 連絡先 097-５３７-５６７３ 
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5-2-2 証明手数料等の免除 

 

災害により、被災者が必要とする証明書等、被災者が印鑑登録証を亡失した場

合の再交付、臨時運行許可を要する場合の申請に対する審査について手数料を免

除します。 

 

【対象となる方】 

災害により被災した方 

 

【要件】 

公的機関が発行した罹災証明書又は被災したことを証明する書類を添付するこ

と 

 

【申請窓口】 

市民課および各支所 

 

【相談窓口】 

市民部 市民課 

窓口担当班 連絡先 097-537-5615（証明書に関すること） 

住民記録担当班 連絡先 097-537-5734（印鑑登録証に関すること） 

庶務担当班 連絡先 097-537-5614（臨時運行許可に関すること） 
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5-2-3 個人番号カード再発行の手数料無料 

 

マイナンバーカードの交付を受けている者が、天災その他本人の責めによらな

い理由により当該マイナンバーカードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場

合または当該マイナンバーカードの機能が損なわれた場合のマイナンバーカードの

再発行を行う場合、手数料を無料とします。 

 

【対象となる方】 

災害によりマイナンバーカードを紛失等した場合のマイナンバーカードの再発行

を希望される方 

 

【必要な疎明資料】 

罹災証明書等の提示または写しの提出 

 

【申請窓口】 

市民課および各支所 

 

【相談窓口】 

市民部 市民課 マイナンバーカード交付担当班 連絡先 097-５３７－７２９８ 
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5-3 公共料金・使用料等 

5-3-1 公共料金・使用料等の特別措置 

 

施設利用者が火災、震災、風水害その他これらに類する災害により支払いが困

難であると認められる場合、使用料を減免します。 

 

●大分市葬斎場及び佐賀関火葬場 

【対象となる施設使用料】 

 大分市葬斎場及び佐賀関火葬場・・・火葬室使用料、待合室使用料、霊安室使用料、 

 大分市葬斎場及び佐賀関火葬場・・・式場使用料、控室使用料 

 

【対象となる方】 

 施設使用許可申請者のうち、住家の被害を受けられた方 

  

【必要書類】 

 ① 罹災証明書 

    ※罹災証明書の発行が間に合わない場合は、被害程度が分かる書類（写真等） 

 ② 施設使用許可申請書 

 ③ 大分市葬斎場使用料減免申請書 

 

【申請窓口】 

 市民部 市民課戸籍担当班、各支所 

 

【相談窓口】 

 市民部 市民課葬斎場 連絡先 ０９７－５９７－６６７１ 

 

●大分市廃棄物処理施設使用料 

【対象となる施設使用料】 

 大分市廃棄物処理施設使用料（佐野清掃センター、福宗環境センター） 

 

【対象となる方】 

 災害により被災した方のうち、災害廃棄物を廃棄物処理施設に搬入される方 
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【必要書類】 

 ① 罹災証明書等の提示または写しの提出 

 ② 大分市廃棄物処理施設使用料免除申請書 

 

【申請窓口】 

 環境部 清掃施設課 

 

【相談窓口】 

 環境部 清掃施設課 連絡先 ０９７－５３７－５６５９ 
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5-3-2 水道料金のお支払い期日の延長 

 

お客様から申し出があった場合に、支払期日の延長のご相談に応じます。 

※令和７年１１月請求分（12 月 1 日納期限）のお支払い期日の延長についてもご

相談に応じます。 

 

 

【対象となる方】 

佐賀関地区大規模火災により被災されたお客様 

 

【要件】 

佐賀関地区大規模火災により被災されたお客様 

 

【必要なもの】   

特になし 

 

【申請窓口】 

中央料金センター 連絡先 097-538-2416 

 

【相談窓口】 

上下水道局 営業課 連絡先 097-５３８-２４１６ 
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5-4 医療費・保険料・年金 

5-4-1 国民健康保険一部負担金の免除 

 

大分市国民健康保険では、罹災証明書の交付を受けた被保険者の医療機関等

で支払う一部負担金を免除する特例的な措置があります。 

 

【対象となる方】 

罹災証明書の交付を受けた国民健康保険の被保険者 

 

【免除適用期間】 

令和７年１１月１８日から令和８年２月２８日まで 

（ただし、大分市国民健康保険の被保険者資格を有する期間） 

 

【必要なもの】 

罹災証明書、申請書 

 

【備考】 

・窓口負担の免除を受けるには、保険者が発行する「国民健康一部負担金免除証

明書」をマイナ保険証または資格確認書等に加え、医療機関へ提示する必要が

あります。 

・食事療養費やベッド差額などは該当しません。 

・既に支払われた一部負担金については、還付を受けることができます。 

詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。 

 

【申請窓口】 

大分市国保年金課給付担当班 

 

【相談窓口】 

市民部 国保年金課 連絡先 097-537-５７３５ 

 

 

 ※大分市国民健康保険以外でも、一部負担金の免除・減免等の取り扱いを行って

いる場合があります。 

   詳しくは、加入する健康保険にお問い合わせください。 
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5-4-2 国民年金保険料の免除 

 

国民年金保険料の免除 

 

【対象となる方】 

災害等により、被害金額が財産価値のおおむね 2 分の 1 以上である損害を受け

たとき 

 

【要件】 

天災などで被災され、国民年金保険料を納付することが著しく困難であるとき

は、住宅、家財、その他の財産について、被害金額がその価格のおおむね 2 分の 1

以上の損害を受けた国民年金第 1 号被保険者については、申請により、国民年金

保険料の全部または一部が免除になります。  

 

（1）対象者と被災状況 

国民年金第 1 号被保険者、世帯主、配偶者、または被保険者、世帯主もしくは配

偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき被

害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。）が、その価格のおお

むね 2 分の 1 以上である損害を受けた場合 

 

（2）申請された免除の審査 

申請書に添付された被災状況届等に記載されている状況から、被害が最も大き

い財産に係る損害が 2 分の 1 以上であることを確認します。 

 

【必要なもの】 

※詳しくは、大分年金事務所（電話 097-552-1211 自動音声案内 2→2）へ

お問い合わせください。 

 

【申請窓口】 

日本年金機構大分年金事務所 

大分市市民部国保年金課（国民年金室）、各支所 

 

【相談窓口】 

日本年金機構大分年金事務所 連絡先 097-552-1211 自動音声案内２→２ 

市民部 国保年金課（国民年金室） 連絡先 097-５３７-５６１７ 
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5-4-3 国民健康保険税の減免 

 

対象者は国民健康保険税の減免措置が講じられます。 

 

【対象となる方】 

74 歳以下の国民健康保険に加入する者 

 

【必要なもの】 

 令和７年１１月佐賀関大規模火災による大分市税・料の減免申請書 

 罹災証明書 

 （必要に応じて別途審査書類の提出をお願いする場合があります。） 

 

【申請窓口】 

 大分市市民部国保年金課賦課・資格担当班、各支所 

 

【相談窓口】 

市民部 国保年金課 連絡先 097-537-5736 
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5-4-4 後期高齢者医療保険一部負担金の免除 

 

大分県後期高齢者医療広域連合では、罹災証明書の交付を受けた被保険者の

医療機関等で支払う一部負担金を免除する特例的な措置があります。 

 

【対象となる方】 

75 歳以上の方、または、65 歳以上 75 歳未満で一定の障害がある方（後者

については任意加入） 

 

【免除適用期間】 

令和７年１１月１８日から令和８年２月 2８日まで 

（ただし、大分県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を有する期間） 

 

【必要なもの】 

罹災証明書、申請書 

 

【備考】 

・窓口負担の免除を受けるには、大分県後期高齢者医療広域連合が発行する「一

部負担金免除証明書」をマイナ保険証または資格確認書に加え、医療機関へ提

示する必要があります。 

・食事療養費やベッド差額などは該当しません。 

・既に支払われた一部負担金については、還付を受けることができます。 

 詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。 

 

【申請窓口】 

大分市国保年金課給付担当班 

 

【相談窓口】 

市民部 国保年金課 連絡先 097-537-5735 
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5-4-5 後期高齢者医療保険料の減免 

 

対象者は後期高齢者医療保険料の減免措置が講じられます。 

 

【対象となる方】 

75 歳以上の方、または、65 歳以上 75 歳未満で一定の障害がある方（後者

については任意加入） 

 

【必要なもの】 

 令和７年１１月佐賀関大規模火災による大分市税・料の減免申請書 

 罹災証明書 

 （必要に応じて別途審査書類の提出をお願いする場合があります。） 

 

【申請窓口】 

大分市市民部国保年金課賦課・資格担当班、各支所 

 

【相談窓口】 

市民部 国保年金課 連絡先 097-537-5736 
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5-4-6 国民健康保険税の徴収猶予 

 

申請に基づき、一年以内の期間を限って徴収を猶予することができます。 

 

【対象となる方】 

災害を受け、国民健康保険税を一時に納付できないと認められる者 

 

【要件】 

財産について災害による損害を受けたこと 

 

【必要なもの】 

徴収の猶予申請書、罹災証明書等 

個人ごとに必要な書類が異なる場合があります。詳しくは担当課までお問合せ

ください。 

 

【申請窓口】 

大分市国保年金課収納担当班 

 

【相談窓口】 

市民部 国保年金課 連絡先 097-537-5738 
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5-4-7 年金受給権者の支給停止解除 
 

年金受給権者の支給停止解除 

 

【対象となる方】 

対象となる年金・給付金（※）の受給権者等で、所得があるために年金の一部ま

たは全部が支給停止されている人で、震災・風水害・火災その他これらに類する災

害により、住宅、家財またはその他の財産について、おおむね 2 分の 1 以上の損

害を受けられた場合 

 

〇（※）対象となる年金・給付金 

・20 歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者 

（年金コード 2650・6350） 

・老齢福祉年金の受給権者 

・特別障害給付金の受給資格者 

 

【要件】 

年金受給権者の支給停止解除 

対象となる年金・給付金（※）の受給権者等で、所得があるために年金の一部ま

たは全部が支給停止されている人で、震災・風水害・火災その他これらに類する災

害により、住宅、家財またはその他の財産について、おおむね 2 分の 1 以上の損

害を受けられた場合は、本人からの申請に基づき、損害を受けた月から支給停止

を解除し、翌年 7 月までは支給停止せず、給付します。 

 

なお、翌年 7 月に送付する所得状況届により前年の所得確認を行いますが、そ

の所得が所得制限額を超えていた場合は、損害を受けた月までさかのぼって支給

停止が行われます。 

 

【必要なもの】 

※詳しくは、大分年金事務所（電話 097-552-1211 自動音声案内 1→2）へお

問い合わせください。 

 

【申請窓口】 

日本年金機構大分年金事務所 
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【相談窓口】 

日本年金機構大分年金事務所 連絡先 097-552-1211 自動音声案内 1→2 
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5-5 高齢者福祉 

5-5-1 介護保険サービス利用者負担額等の減免 

 

災害等の特別な事情により、在宅サービスや施設サービス、福祉用具の購入、住

宅改修の費用の 1 割から 3 割を負担することが一時的に困難な要介護者・要支援

者について利用者負担が減額または免除されます。 

 

【対象となる方】 

要介護被保険者 

要支援被保険者 

 

【要件】 

要介護者やその世帯の主たる生計維持者が次の理由のときです。 

（1）要介護者等・生計維持者が、震災、風水害、火災などで住宅等に著しい損

害を受けたとき。 

（2）生計維持者が、死亡したとき、心身の重大な障害や長期入院で収入が著し

く減少したとき。 

（3）生計維持者の収入が、事業の休廃止や著しい損失、失業等で著しく減少し

たとき。 

（4）生計維持者の収入が、干ばつ、冷害などの農作物の不作不漁などで著しく

減少したとき。 

 

【必要なもの】   

罹災証明書等 

 

【申請窓口】 

長寿福祉課 介護給付担当班 

 

【相談窓口】 

福祉保健部 長寿福祉課 連絡先 097-537-5742 

 

  



59 

 

5-5-2 介護保険料の減免 

 

災害その他特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免を受

けられる場合があります。 

 

【対象となる方】 

本市に資格を有する 65 歳以上の被保険者 

 

【要件】 

①被保険者本人、またはその世帯の生計を主として維持する人が震災、風水害、

火災などの災害により、住宅、家財などに著しい被害を受け、大分市の定める

基準に該当する場合 

②世帯の生計を主として維持する人が、長期の入院や事業の廃止、失業、農作物

の不作などの理由により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難と認めら

れる場合 

※その他、大分市 HP を参照してください。 

 

【必要なもの】 

罹災証明書等 

 

【申請窓口】 

福祉保健部 長寿福祉課 介護保険料担当班 

 

【相談窓口】 

福祉保健部 長寿福祉課 連絡先 097-537-5741 
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5-6 障がい者（児）福祉 

5-6-1 自立支援医療費、補装具費の利用者負担の減免 

 

・自立支援医療費…障がいの状態の軽減や機能の回復を図るための医療制度です。 

・補装具費…障がいにより失われた身体機能の一部を補うための補装具費を支給

し、日常生活の改善を図ることを目的とします。 

 

【対象となる方】 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者など 

 

【要件】 

〇対象者（抜粋） 

(1) 補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持す

る者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はそ

の財産について著しい損害を受けたこと。 

 

(2) 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の生計を主として維持するもの

が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し

たことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 

 

(3) 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の

収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく

減少したこと。 

 

(4) 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の

収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する

理由により著しく減少したこと。 

 

【必要なもの】 

・市民税減免を受けたことが分かる書類      ・罹災証明書 

 

【申請・相談窓口】 

福祉保健部 障害福祉課 連絡先 097-５３７-５７８６ 
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5-6-2 「障害福祉サービス」及び「障害児通所支援事業」等に係る災

害等による特例給付 

障害福祉サービス 

・家庭などで利用できる「訪問系サービス」 

・通所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」 

・入所施設等で住まいの場を提供する「居住系サービス」 

 

障害児通所支援事業 

・児童に対して、「生活能力の向上」「集団生活への適応」「社会との交流促進」

などの支援を行います。 

 

【対象となる方】 

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳所持者など 

 

【要件】 

介護給付費等にかかる支給決定事務等について(抜粋） 

 

（１）支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその

財産について著しい損害を受けたこと。 

（２）支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した

こと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したこ

とにより、その者の収入が著しく減少したこと。 

（３）支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、

事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減

少したこと。 

（４）支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理

由により著しく減少したこと。 
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【必要なもの】 

 （１）介護給費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書※ 

 （２）減免申請理由が分かるもの（住宅の被害に関しては「罹災証明書」） 

※利用しているサービスにより申請書が異なる場合があります。 

（詳しくは事前にお問合せください） 

 

【申請窓口】 

福祉保健部 障害福祉課（１５番窓口）  

 

【相談窓口】 

福祉保健部 障害福祉課 連絡先 097-５３７－５６５８ 

 

  



63 

 

5-7 子育て・教育 

5-7-1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

 

１ 母子父子寡婦福祉資金とは母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立

と生活安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。 

２ 災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、償還金の支

払猶予などの特別措置を講じます。 

 

【対象となる方】 

１ 母子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

① 母子家庭の母（配偶者のいない女子で現に児童を扶養している方） 

② 母子・父子福祉団体（法人）  

③ 父母のいない児童（２０歳未満） 

 

２ 父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

① 父子家庭の父（配偶者のいない男子で現に児童を扶養している方） 

② 母子・父子福祉団体（法人） 

③ 父母のいない児童（２０歳未満） 

 

３ 寡婦福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

① 寡婦（かつて母子家庭の母であった方） 

② ４０歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外 

の方 

 

【要件】 

〇適用条件  

・貸付条件には審査があります。 

・子どもに対する貸付以外の資金は、原則、連帯保証人が必要です。 

・子どもに対する貸付でも、連帯保証人が必要な場合があります。 

〇拡充、償還猶予 

・住宅資金：通常 150 万円が全壊の場合 200 万円に拡充 

・支払猶予申請があります。 

・一部資金の償還までの据置期間延長があります。 

・寡婦の所得制限の適用が対象外となります。 
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【必要なもの】 

罹災証明等 ※詳細はお問い合わせください。 

 

【申請窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 連絡先 097-537-5721 

 

【相談窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 連絡先 097-537-5721 
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5-7-2 教科書等の無償給与（災害救助法） 

 

災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に

対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。 

 

【対象となる方】 

災害救助法が適用された市町村において、住宅に被害を受け学用品を失った

小・中学校、高等学校等の児童・生徒（特別支援学校、養護学校の小学児童及び中

学部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各

種学校の生徒を含む）が対象です。 

 

【要件】 

[限度額] 

①教科書、正規の教材：実費 

②文房具、通学用品及びその他の学用品： 

小学校児童 5,500 円以内 

中学校生徒 5,800 円以内 

高等学校等生徒 6,300 円以内 

[救助期間] 

災害発生の日から①教科書、教材：１か月以内、②文房具、通学用品及びその

他の学用品：15 日以内（期間は特別基準の設定が可能） 

 

【必要なもの】 

罹災証明書（写） 

 

【申請窓口】 

大分県（高等学校）、大分市教育委員会（小・中学校） 

 

【相談窓口】 

教育部 学校教育課 連絡先 ０９７－５７８－７５４３ 
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5-7-3 児童扶養手当の特例措置 

 

災害その他やむを得ない理由による認定請求（児童扶養手当法第７条第２項）及

び災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね２分の１以上の損

害を受けた場合の所得制限の特例措置（同法第１２条）を適用します。 

 

【対象となる方】 

支給要件（同法第４条）に該当する 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日ま

での児童を監護している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育し

ている方 

 

【要件】 

次の①または②に該当する方 

①災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった

場合 

②災害により住宅や家財などの財産について、その価値のおおむね 2 分の 1

以上の損害を受けた場合 

※①手当の支給は、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をする

ことができなくなった日の属する月の翌月から始めます。 

※②損害を受けた月から翌年の十月までの手当については、その損害を受け

た年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、所得制限を適

用しません。 

 

【相談・申請窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 連絡先 097-537-5793 
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5-7-4 児童養護施設等徴収金の減免 

 

●児童福祉法第 56 条における児童措置費負担金 

施設を利用する児童の扶養義務者の所得に応じ、徴収金を課します。 

 

【対象となる方】 

児童福祉法に基づく助産施設、母子生活支援施設、里親、乳児院、児童養護施設、

情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設等を利用する児童の扶養義務者 

 

【要件】 

被災による収入減などにより負担金の納入が困難になった場合に、減免を受け

ることができます。減免を受ける場合は、県知事あて申請書の提出が必要となりま

す。 

 

【必要なもの】 

 負担金減額（免除）申請書 

 罹災証明書 

 収入減が証明できる書類 

 

【申請窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 中央子ども家庭支援センター 

連絡先 097-537-5688 

 

【相談窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 中央子ども家庭支援センター 

連絡先 097-537-5688 

  



68 

 

5-7-5 しらゆりハイツ（母子生活支援施設） 

 

母子生活支援施設は 18 歳未満のこどもを養育している母子家庭、または何ら

かの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭などが入所する施

設です。 

 

【費用】 

利用者負担 

光熱水費、食費等は各個人の負担となります 

 

【必要なもの】 

負担金等減免（免除）申請書、罹災証明書等 ※詳細はお問い合わせください。 

 

【申請窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 しらゆりハイツ 連絡先 097-５４５－９５０２ 

 

【相談窓口】 

子どもすこやか部 子育て支援課 しらゆりハイツ 連絡先 097-５４５－９５０２ 
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6.事業者に関すること 

6-1-1 小規模企業共済（災害時貸付） 

 

借入限度額 原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて７～９割

を乗じて得た額（５０万円以上で５万円の倍数となる額）と１，０００万円のいずれか

少ない額を貸し付けます。 

 

借入利率：年０．９％（令和７年 12 月 9 日時点） 

借入期間：借入金額５００万円以下 ３６ヵ月  ５０５万円以上 ６０ヵ月 

償還方法：６ヵ月ごとの元金均等割賦償還 

担保、保証人：不要 

取扱期間：災害発生の日から ６ヵ月以内 

借入窓口：商工組合中央金庫 本・支店で、原則、即日貸付が可能です。 

 

【対象となる方】 

50 万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法が適

用された災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の 1.

又は 2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会等から受けていること。 

 

要件 1 被災区域内の事業所又は主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸

水その他これらに準じる損害を受けていること 

要件 2 当該災害の影響を受けた後、原則として 1 月間の売上高が前年同月に

比して減少することが見込まれること 

 

【要件】 

適用条件等は上記のとおりです。 ※内容は経済産業省 HP より 

 

【必要なもの】 

①被災したことを証明する資料（市町村が発行する罹災証明書、商工会等から確

認を受けた被災証明願(所定様式)等） 

②独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物（共済契約者の氏名及び共

済契約者番号がわかるもの） 

③実印、印鑑証明書（３ヵ月以内発行の原本） 
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④本人確認資料 

⑤収入印紙 

【申請窓口】 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室 

 

【相談窓口】 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室  

連絡先 050-5541-7171 
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6-1-2 災害対応資金 

 

〇信用保証料率 

年 0.5%～2.2%（信用保証料は市が全額補助します） 

※経営者保証なしで融資を希望される場合、経営状況等の要件により上記の信

用保証料率に 0.25％または 0.45％の上乗せが発生することがあります。当

該上乗せ分を含めた信用保証料に対し、市が全額補助します。 

ただし、融資後の条件変更による追加の信用保証料については、補助の対象

外となります。 

 

〇資金使途 ：設備資金 

 

〇融資限度額 ：2,000 万円 

（既往債務がある場合は、その債務残高に応じて変更となる場合がある） 

 

〇融資利率 ：0.9% 

 

〇融資期間 ：1 年超 10 年以内（うち据置 2 年以内） 

 

〇担保および保証人 

・担保は原則不要 

・連帯保証人は、必要となる場合がある 

（法人代表者以外の連帯保証人は原則不要） 

 

【対象となる方】 

〇国の全国統一保証制度である小口零細企業保証制度の対象となる者 

・小規模企業者（従業員数 20 人以下【商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）

は 5 人以下】）であること。 

（注）商業とは卸売業、小売業（飲食店含む） 

・被災時に市内に住所および事業所を有していること。 

・市税を完納していること。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

2 条第 6 号に規定する暴力団員または同条第 2 号に規定する暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

※申込時に被災証明書の提出が必要です。 
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【要件】 

適用条件等は上記のとおりです。 ※内容は大分市 HP より 

 

【必要なもの】 

・被災証明書 

・市税完納証明書 

 

【申請窓口】 

申込先 取扱金融機関（株式会社大分銀行・株式会社豊和銀行、大分信用金庫、

大分みらい信用金庫、大分県信用組合、株式会社商工組合中央金庫、株式会社

三井住友銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社伊予銀行、株式会社北九州

銀行、株式会社肥後銀行、株式会社愛媛銀行）の大分市内の本・支店 

 

【相談窓口】 

商工労働観光部 創業経営支援課 連絡先 097-585-6029 
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6-1-3 セーフティネット保証 4 号 

 

 自然災害等の突発的事由（豪雨、地震、台風等）により経営の安定に支障が生じ

ている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証

限度額とは別枠で保証を行います。 

 

〇融資限度額 ： 無担保８千万円、最大で２億８千万円まで（一般保証とは別枠） 

 

〇信用保証料率 ： 1.0％以内 

 

【対象となる方】 

セーフティネット保証４号に指定された災害等（地震、台風等）の影響を受けた中

小企業者であって、経営の安定に支障を生じていることについて、市区町村長の

認定を受けた中小企業者 

 

【セーフティネット保証４号の認定要件】 

次（①～③）のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。 

 

①指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を

受けた後、原則として最近 1 か月間の売上高又は販売数量（建設業にあっては、 

完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前年同月と比較して 20％

以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の売上高等が前年同期

と比較して 20％以上減少することが見込まれること。 

 

②事業開始後１年１か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、

支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を

受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近１か月

間の売上高等が災害等の発生する直前の３か月間の月平均売上高等と比較して

20％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が災害

等が発生する直前の３か月間の売上高等と比較して 20％以上減少することが 

見込まれること。 

 

③事業開始後１年１か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、

支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を

受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近１か
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月間の売上高等が災害等の発生した以後３か月間の月平均売上高等と比較して

20％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が災害

等が発生した以後３か月間の売上高等と比較して 20％以上減少することが見込

まれること。 

 

【認定書の取得に必要なもの】 

・認定申請書 

・添付書類 

・売上高等が分かる書類の写し 

・会社の概要が分かる書類 

・委任状（金融機関等の方が代理で申請する場合に必要です） 

※各種様式は大分市 HP に掲載しています。 

 

【注意事項】 

・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。 

・市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内（発行日から 30 日以内）に  

金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが  

必要です。 

・本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。 

 

【保証の申込にかかる相談窓口】 

大分県信用保証協会 保証一課 連絡先 097-532-8246 

 

【認定書にかかる相談窓口】 

商工労働観光部 創業経営支援課 連絡先 097-585-6029 
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氏名  連絡先  

 
番号 支援制度 相談窓口 該当 

1 罹災証明書の発行 防災危機管理課 097-537-5664  

2-1-1 大分市佐賀関大規模火災見舞金 福祉保健課 097-537-5996  

2-1-2 生活福祉資金制度による貸付 

（福祉費（災害を受けたことにより臨時に必要となる経

費）） 

大分市社会福祉協議会 

生活支援課 

097-５４７-９５６２  

2-1-3 生活福祉資金制度による貸付 

（福祉費（住居の移転等に必要な経費）） 

大分市社会福祉協議会 

生活支援課 

097-５４７-９５６２  

2-1-4 生活福祉資金制度による貸付 

（緊急小口資金） 

大分市社会福祉協議会 

生活支援課 

097-５４７-９５６２  

2-1-5 生活保護 ・生活福祉課 

生活福祉東部事務所 

（鶴崎支所内）   

生活福祉西部事務所 

（稙田支所内）  

097-537-5706 

 

097-527-2104 

 

097-541-1254 

 

2-1-6 ハロートレーニング（公的職業訓練） ハローワーク大分 097-534-8680  

2-1-7 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 住宅課 097-585-5072  

2-1-8 被災者生活再建支援金（国の制度）※一部市と県の制度 福祉保健課 097-537-5996  

2-1-9 災害義援金 子ども企画課 ０９７-５７４-６５１６  

2-1-10 災害援護資金の貸付け 福祉保健課 097-537-5996  

2-2-1 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（受付期間終了） 

福祉保健課 097-537-5996  

3-1-1 災害復興住宅融資(補修) 住宅課 097-585-5072  

3-1-2 生活福祉資金制度による貸付 

(福祉費（住宅の補修等）) 

大分市社会福祉協議会 

生活支援課 

097-５４７-９５６２  

3-1-3 住宅の応急修理 

（日常生活に必要な最小限度の部分の修理） 

建築課 097-537-5633  

3-1-4 住宅の応急修理 

（住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理） 

（受付期間終了） 

建築課 097-537-5633  

3-2-1 災害復興住宅融資(建設) 住宅課 097-585-5072  

3-2-2 災害復興住宅融資（購入） 住宅課 097-585-5072  

3-2-3 市営住宅への入居（災害被災者目的外使用） 住宅課 097-537-5977  

3-2-4 応急仮設住宅の供与 住宅課 097-537-5634  

3-3 公費解体 廃棄物対策課 097-537-7953  

4-1-1 佐賀関大規模火災に関する総合窓口 

「市民サポートセンター」 

佐賀関市民センター１階 097-575-1111  

4-1-2 弁護士、司法書士、土地家屋調査士による無料法律相

談 

（窓口相談終了） 

市民サポートセンター 097-575-2419  

5-1-1 市税の特別措置 

（市民税、固定資産税、事業所税、軽自動車税（環境性

能割）） 

税制課  

市民税課 

資産税課 

納税課 

097-５３７-７３１４ 

097-537-5729 

097-537-5610 

097-537-5691 

 

5-1-2 国税の特別措置 大分税務署 097-５３２-４１７１  

5-1-3 県税の特別措置 

（自動車税種別割、個人事業税、不動産所得税、その他

の県税） 

大分県税事務所 

自動車税管理室 

097-５０６-５７７１ 

097-５５２-１１２１ 

 

〇 被災者生活再建支援制度支援メニュー 一覧表 
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番号 支援制度 相談窓口 該当 

5-2-1 手数料等の減免（税証明書） 税制課 097-５３７-５６７３  

5-2-2 証明手数料等の免除 市民課 097-537-5615  

5-2-3 個人番号カード再発行の手数料無料 市民課 097-５３７-７２９８  

5-3-1 公共料金・使用料等の特別措置 

・大分市葬斎場及び佐賀関火葬場 

・大分市廃棄物処理施設使用料 

 

・市民課葬斎場 

・清掃施設課 

 

・０９７-５９７-６６７１ 

・097-537-5659 

 

5-3-2 水道料金のお支払い期日の延長 上下水道局 営業課 097-５３８-２４１６  

5-4-1 国民健康保険一部負担金の免除 国保年金課 097-537-５７３５  

5-4-2 国民年金保険料の免除 日本年金機構 

大分年金事務所 

国保年金課（国民年金室） 

097-552-1211 

自動音声案内２→２ 

097-５３７-５６１７ 

 

5-4-3 国民健康保険税の減免 国保年金課 097-537-5736  

5-4-4 後期高齢者医療保険一部負担金の免除 国保年金課 097-537-5735  

5-4-5 後期高齢者医療保険料の減免 国保年金課 097-537-5736  

5-4-6 国民健康保険税の徴収猶予 国保年金課 097-537-5738  

5-4-7 年金受給権者の支給停止解除 日本年金機構 

大分年金事務所 

097-552-1211 

自動音声案内 1→2 

 

5-5-1 介護保険サービス利用者負担額等の減免 長寿福祉課 097-537-5742  

5-5-2 介護保険料の減免 長寿福祉課 097-537-5741  

5-6-1 自立支援医療費、補装具費の利用者負担の減免 障害福祉課 097-５３７-５７８６  

5-6-2 「障害福祉サービス」及び「障害児通所支援事業」等に

係る災害等による特例給付 

障害福祉課 097-５３７-5658  

5-7-1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 子育て支援課 097-537-5721  

5-7-2 教科書等の無償給与（災害救助法） 学校教育課 ０９７-５７８-７５４３  

5-7-3 児童扶養手当の特例措置 子育て支援課 097-537-5793  

5-7-4 児童養護施設等徴収金の減免 子育て支援課 中央子ど

も家庭支援センター 

097-537-5688  

5-7-5 しらゆりハイツ（母子生活支援施設） 子育て支援課 

しらゆりハイツ 

097-５４５－９５０２  

6-1-1 小規模企業共済（災害時貸付） 中小企業基盤整備機構 

共済相談室 

050-5541-7171  

6-1-2 災害対応資金 創業経営支援課 097-585-6029  

6-1-3 セーフティネット保証 4 号 創業経営支援課 097-585-6029  
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